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2021年10月に救急救命士法が改正され、救急救命士が医療機関の救急外来等で医療
行為を行えるようになった。当院でも2022年4月より1名の院内救命士が救急外来に
配属された。しかし、法改正後も医療機関内で救急救命士が活躍するには臨床実務
にそぐわない部分（採血ができない、輸液が乳酸リンゲル液に限定されるなど）があ
り、今後、現場からの声をあげることで更なる法の改正が待たれる。徳島県は全県
単一の地域メディカルコントロール（以下、MC）体制であり、自治体の13消防と、町
委託の1民間救急が徳島県MC協議会に参加している。2021年度末に院内救命士にあっ
てもMC協議会参加が承認された。当院に配属された院内救命士は、すでに他地域の
消防機関で救急隊としての勤務経験もあったが、県内の消防機関と運用を同じにす
るため、2022年4月より就業前教育としての病院実習、薬剤投与実習を実施した。並
行して、日本救急医学会、日本臨床救急医学会の「医療機関に勤務する救急救命士の
救急救命処置実施についてのガイドライン」を参考にし、業務規定を作成、院内MC
体制としての業務委員会も設置準備中である。業務として、1）救急外来での診療補
助、2）ドクターカー出動時の診療補助、3）医師の同乗しない転院搬送、4）災害救護
活動などを想定し準備を進めている。院内救命士による業務の主な利点は、院内救
命士を人的医療資源として活用することである。課題としては、院内救命士の業務
ルール策定とその周知、専門的業務の構築、特定行為のプロトコル対象外患者に対
する救命処置の制限とそれにかかる他職種の理解、などが挙げられる。県内では現
在、院内救命士としての採用は少なく、今後、院内救命士が確立した業務を行うよ
うになれば、その業務や活動結果を分析することにより、タスクシフティング／シェ
アリングが有用であるかが示されると考える。
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【背景】清水赤十字病院は病床数91床、職員数125名の病院である。現在、臨床検査技
師は４人体制であり、主に生化学検査、尿・一般検査、輸血検査、生理機能検査の検
査を実施している。2018年より検査技師による静脈血採血業務を開始したので報告
する。

【目的】タスクシェアによる業務効率化と待ち時間の削減
【方法】技術習得はシミュレーターでの練習と、職員健診の静脈血採血100回で実施し
た。技術指導は看護師が担当した。技術習得後、１　健診（8：30～9：00）　２　内科
外来（火曜日・水曜日の14：30～15：30まで）の順で静脈血採血業務に参入した。静脈
血採血業務には1名派遣し、その間の検査業務は3名で行う事とした。

【結果】外来患者採血実施まで半年を要した。内科外来採血では、当初午後の1時間の
間で内科外来に常駐して静脈血採血業務を担当していた。しかし、待機時間が40分
ほど生じることが続いたため、状況によりオンコール体制での対応とした。患者到
着から、採血が検査に到着するまでの平均時間は、
午前が24.4±19分、午後が22.7±13分であった。

【考察】技術の習得に時間を要した理由は、明確な技術進達度の評価基準がなかった
こと、看護部との日程調整の不備や100回の職員健診静脈血採血だけでは血管が見え
づらい場合の対応が経験できないことが原因だった。待ち時間の短縮は、救急患者
対応等で看護師がいない場合に検査技師が対応することで業務効率化できた結果と
考える。運用面では、検査技師の人数の問題により静脈血採血に対応できないこと
があったので、少ない人員での採血参入には各部署と連携を密に協力体制を整える
ことが重要と感じた。今後は採血のできる検査技師を増員し、採血業務の拡充をめ
ざしたい。
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【背景と目的】当院は平成23年度以降、常勤管理栄養士6名体制から増員を開始し、現
在は13名体制である。25年度から増員と並行で、1病棟から管理栄養士の配置を開始
し、現在は全病棟型である。そこで、管理栄養士の病棟配置が充実することで、栄
養管理の質の向上及び医師や看護師が行う栄養管理に係る業務の変化量を検討した。

【方法】平成25年度の常勤管理栄養士8名体制（以下、H）と管理栄養士13名体制（以下、
R）の、特別食加算割合（特食割合）、栄養食事指導件数（指導箋発行数）及び個別栄養
食事初回対応件数（個別対応数）を検討した。充実度は管理栄養士常勤人数と各種件
数の平均値にて、医師や看護師が行う業務時間については、栄養や食事に関する業
務量を算出し、HとRとの1か月間当たりの時間量の差分を算出し、管理栄養士体制
の差を用いて、1日業務時間（7.75時間/日）にて按分し日数を算出した。【結果】年間で
は特食割合は、H28.0％、R33.3％（p＜0.001）、1人当たり1か月の平均栄養食事指導
件数は、H16.４件、R47.1件（p＜0.001）、1人当たり1か月の平均個別対応数は、H4.0
件、R48.8件（p＜0.001）であった。特別食加算作成数の差は2266件で377.6時間の差が
あった。指導箋発行数の差は481件で、40.0時間の差があった。個別対応数の差は603
件で301.3時間の差があった。1か月の業務時間差を換算した結果、医師及び看護師の
約18.6日間分/月/人の業務負担軽減となることが明らかになった。【結論】管理栄養士
の病棟配置の充実度が多くの入院及び患者の栄養管理の質を向上させかつ、医師や
看護師が行っていた栄養管理に係る業務を管理栄養士が担い、負担軽減に繋がった
ことが示唆された。
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【背景と目的】令和４年度診療報酬改定において、特定機能病院に限り“入院栄養管理
体制加算”が新設された。この施設基準には「当該病棟において、専従の常勤の管理
栄養士が１名以上配置されていること」とある。そこで、現在の赤十字関連施設の中
で管理栄養士の勤務体制による栄養管理関連の各種指標に差はあるのかという疑問
について検討した。

【方法】赤十字関連７施設からDPCコードを指定した589症例を抽出し、管理栄養士が
複数の看護単位を担当している病棟担当群（以下担当群n:341）と各看護単位に専従配
置されている病棟配置群（以下配置群n:145）に分け主治医への栄養に関する提案の実
施率や術後感染症の発生率などの各種指標を比較検討した。

【結果】主治医への栄養に関する提案の実施率は担当群16.7％が、配置群が33.8％と配
置群で有意に高かった（ｐ＝0.00002）。また、術後感染症の発生率は担当群が17.3％、
配置群が4.4％と配置群で有意に低かった（ｐ＝0.0387）。

【結論】特定機能病院以外の一般病院においても管理栄養士の病棟配置が医師の業務
負担軽減や、効率的な病床運営に有効である可能性が示唆された。
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【目的】A施設はコロナ禍の影響等により看護師の離職が急増し、高度急性期機能の
維持・向上が困難となることが懸念された。また、働き方改革の推進から看護業務
のタスクシフトを看護補助者に拡大する必要があった。そこで、特に看護職員の夜
勤の負担軽減を目指し、夜間看護補助者配置100対1の導入を目的とした。【方法】１．
夜間急性期看護補助者体制加算を算定している他院の事例から、導入に向けての課
題を抽出する。２．介護福祉士教育機関の現状と介護福祉士の採用に向けた対策の検
討。３．夜間の傾斜配置による、夜間看護補助者配置100対1の導入。４．増収効果の
検証。【倫理的配慮】分析に活用するデータは、個人が特定されない情報を活用する

【結果】１．他院の事例から5点の課題が抽出された。２．介護福祉士教育機関の現状
から採用に向けた取り組みを実施し、2022年4月より6人の介護福祉士を確保できた。
３．夜間看護補助者を配置し、100対1の導入が2021年10月より実施できた。４．年間
1億円以上の増収が見込まれる。【考察】他院の事例と介護福祉士教育機関の現状から
当院の課題を明確にでき、夜間看護補助者配置の導入につながった。【結論】夜間看
護補助者配置100対1を導入できた。今後の課題は、夜間の看護職員の負担軽減が実
感できることである。
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看護師の役割解放による業務と精神的葛藤の軽減
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【背景】当院では、ADL維持向上等体制加算（以下ADL加算）により病棟に療法士が専
従している。ADL向上や在院日数の短縮など、患者や病院の利点のみならず、専従
療法士の残業を減らすなど、労働環境の改善を目指した仕組みづくりを行っている。
今回算定病棟において看護師業務の軽減を図る目的で新たな取り組みを行ったため
報告する。

【概要】看護師の「役割解放」を念頭におき、専従療法士が病棟チームの一員となりト
ランスディシプナリー・モデルの構築を目指した。具体的には、看護師の役割であっ
た清拭、シャワー浴、更衣において、「最大能力を活かす」訓練の意図をもって行うこ
とができる患者には、専従療法士がリハビリテーションの一環としてそれらを実施
した。実施時は皮膚の状態や浮腫の有無、点滴等の刺入部及びその周囲の皮膚状態
の観察なども行い、看護師の観察方法を踏襲した。看護師の取り組み評価では、業
務量の軽減だけでなく、「やりたいけどできていなかったことを療法士が行うことで
気持ちの焦りが軽減した」「患者の希望に添えてよかった」などの意見が聞かれた。

【まとめ】看護師であれば「ケア」、療法士であれば「訓練」という異なる概念の中にあっ
ても「残存機能、潜在機能を最大限活かしてADLを向上させたい」との想いは共有し
ている。しかし急性期においては時間的制約により理想と現実に大きな隔たりがあ
る。階層型となりチームマネジメントが困難といわれる急性期だが病棟専従療法士
と看護師によるチームがトランスディシプナリー・モデルを実現し、看護師の業務
軽減に加えて精神的葛藤の軽減にも繋がるに至った。ADL加算を活用したチームマ
ネジメントの一例を示した。
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